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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】用意する保守コントローラの数を低減し得るエ
レベーターシステムを提供する。
【解決手段】エレベーターの乗りかご１０２の上に設け
られる制御装置１０４と、エレベーターの乗り場に設け
られる保守パネル１０６との各々に接続可能であり、乗
りかご１０２の昇降を指示して乗りかごを保守運転する
ための保守コントローラ１０７と、乗りかごを保守運転
する際の保守コントローラ１０７の設定を模擬するよう
に構成され、制御装置に接続可能な保守模擬コネクタ１
０８と、を備え、乗り場側から乗りかご１０２の保守運
転が行われるときは、保守模擬コネクタ１０８が制御装
置１０４に接続され、保守コントローラ１０７が保守パ
ネル１０６に接続されている、ことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベーターの乗りかごの上に設けられる制御装置と、前記エレベーターの乗り場に設
けられる保守パネルとの各々に接続可能であり、前記乗りかごの昇降を指示して前記乗り
かごを保守運転するための保守コントローラと、
　前記乗りかごを保守運転する際の前記保守コントローラの設定を模擬するように構成さ
れ、前記制御装置に接続可能な保守模擬コネクタと、
　を備え、
　前記乗り場側から前記乗りかごの保守運転が行われるときは、前記保守模擬コネクタが
前記制御装置に接続され、前記保守コントローラが前記保守パネルに接続されている、
　ことを特徴とするエレベーターシステム。
【請求項２】
　前記乗りかごの運転を制御する制御盤を備え、
　前記乗りかごの平常運転が行われるときは、前記保守コントローラが前記制御装置に接
続され、
　前記制御盤は、前記保守コントローラが前記制御装置に接続されていない場合、前記乗
りかごの運転を禁止し、前記保守模擬コネクタが前記制御装置に接続された場合、前記保
守パネルに接続された前記保守コントローラによる保守運転を許可する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のエレベーターシステム。
【請求項３】
　前記制御盤は、前記保守コントローラが保守員により前記制御装置から取り外された場
合、前記保守員の安全を確保するための所定の操作が行われるまで、前記乗りかごを高速
に昇降させることを禁止する、
　ことを特徴とする請求項２に記載のエレベーターシステム。
【請求項４】
　前記保守模擬コネクタは、前記制御装置から前記乗りかごの運転に係る設定を確認する
ための信号を入力した場合、前記乗り場側から前記乗りかごの保守運転が行われることを
示す信号を前記制御装置に出力する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のエレベーターシステム。
【請求項５】
　エレベーターの乗りかごの上に設けられる制御装置と、前記エレベーターの乗り場に設
けられる保守パネルとの各々に接続可能であり、前記乗りかごの昇降を指示して前記乗り
かごを保守運転するための保守コントローラと、前記乗りかごを保守運転する際の前記保
守コントローラの設定を模擬するように構成され、前記制御装置に接続可能な保守模擬コ
ネクタと、を備えるエレベーターシステムのエレベーター保守方法であって、
　保守員が、前記乗り場側から前記乗りかごの保守運転を行うとき、
　前記保守模擬コネクタを前記制御装置に取り付ける第１のステップと、
　前記保守コントローラを前記保守パネルに取り付ける第２のステップと、
　を備えることを特徴とするエレベーター保守方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエレベーターシステムおよびエレベーター保守方法に関し、例えばエレベータ
ーの保守に係るエレベーターシステムおよびエレベーター保守方法に適用して好適なもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　エレベーターの保守では、保守員は、エレベーターの乗りかごの上に乗って保守運転を
行って昇降路内を点検したり、エレベーターの乗り場側から保守運転を行って乗りかごの
動作を点検したりする。
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【０００３】
　例えば、エレベーターの保守システムとして、乗りかごの上に設けられて乗りかごの運
転制御指令を制御盤に送信する制御装置と、制御装置に接続された保守コントローラと、
を備え、保守員が保守コントローラを操作し、乗りかごの運転制御指令を制御装置から制
御盤に送信することによって、乗りかごの保守運転を行わせるようにしたものが知られて
いる（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０５－３３０７５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、機械室がないエレベーターにおいては、保守員は、保守パネルに保守コントロ
ーラを取り付け、乗り場側から保守運転を行う必要がある。保守パネルは、乗り場に設け
られているので、意匠面の観点から、保守パネルの大きさを小さくしたいという要求があ
る。
【０００６】
　この問題を解決するために、現状では、乗り場側の保守コントローラについては、保守
パネルには常設せずに、昇降路のピットなどに保管し、乗り場側の保守コントローラを使
用するときに持ち出して保守パネルに取り付けるという手法が考えられる。
【０００７】
　この場合、エレベーターの乗りかごの上には、保管している保守コントローラと同じ保
守コントローラが常設されることになる。つまり、同じ保守コントローラを２つ用意しな
ければならないという問題がある。
【０００８】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、用意する保守コントローラの数を低減し
得るエレベーターシステム等を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる課題を解決するため本発明においては、エレベーターの乗りかごの上に設けられ
る制御装置と、前記エレベーターの乗り場に設けられる保守パネルとの各々に接続可能で
あり、前記乗りかごの昇降を指示して前記乗りかごを保守運転するための保守コントロー
ラと、前記乗りかごを保守運転する際の前記保守コントローラの設定を模擬するように構
成され、前記制御装置に接続可能な保守模擬コネクタと、を備え、前記乗り場側から前記
乗りかごの保守運転が行われるときは、前記保守模擬コネクタが前記制御装置に接続され
、前記保守コントローラが前記保守パネルに接続されている、ことを特徴とする。
【００１０】
　上記構成では、例えば、乗りかごの上に常設している保守コントローラを外せるように
したので、保守コントローラをピットなどに保管する必要がなくなる。また、例えば、乗
りかご毎に保守コントローラを２台設置する必要がなくなるため、保守に係る設備の費用
を低減することができる。また、例えば、エレベーターを導入する際には、保守コントロ
ーラを保守パネルに保管する必要がないので、保守パネルの大きさを小さくすることがで
きる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、エレベーターの保守性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施の形態によるエレベーターシステムに係る構成の一例を示す図である
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。
【図２】第１の実施の形態による保守コントローラに係る構成の一例を示す図である。
【図３】第１の実施の形態による保守模擬コネクタに係る構成の一例を示す図である。
【図４】第１の実施の形態によるエレベーター保守方法の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１４】
（１）第１の実施の形態
　図１において、１００は全体として第１の実施の形態によるエレベーターシステムを示
す。
【００１５】
　エレベーターシステム１００は、ビルなどに建設された昇降路１０１を昇降する乗りか
ご１０２と、乗りかご１０２の運転を制御する制御盤１０３と、乗りかご１０２の上に設
けられ、制御盤１０３と接続される制御装置１０４と、乗りかご１０２の乗り場１０５（
例えば、最上階）に設置されている保守パネル１０６と、制御装置１０４に接続可能であ
り、かつ、保守パネル１０６に接続可能である保守コントローラ１０７と、制御装置１０
４に接続可能な保守模擬コネクタ１０８とを含んで構成される。
【００１６】
　エレベーターシステム１００では、制御装置１０４は、コネクタ１０４－１を有し、保
守パネル１０６は、コネクタ１０６－１を有し、保守コントローラ１０７は、コネクタ１
０７－１を有する。制御装置１０４のコネクタ１０４－１には、保守コントローラ１０７
のコネクタ１０７－１が接続可能であり（保守コントローラ１０７が制御装置１０４に取
り付けられたり取り外されたり）、保守模擬コネクタ１０８が接続可能である（保守模擬
コネクタ１０８が制御装置１０４に取り付けられたり取り外されたりする）。保守パネル
１０６のコネクタ１０６－１には、保守コントローラ１０７のコネクタ１０７－１が接続
可能である（保守コントローラ１０７が保守パネル１０６に取り付けられたり取り外され
たりする）。
【００１７】
　ここで、制御盤１０３は、昇降路１０１に設置され、乗りかご１０２の運転を制御する
。例えば、制御盤１０３は、保守員による保守コントローラ１０７の操作に応じて、乗り
かご１０２を平常運転（平常運転モード）と保守運転（保守運転モード）とを切り換え、
乗りかご１０２の昇降（走行）を制御する。また、例えば、制御盤１０３は、後述するよ
うに、乗りかご１０２の運転を停止する停止フラグを設定したり、乗りかご１０２が高速
に昇降すること（高速運転）を禁止する禁止フラグを設定したりする。なお、制御盤１０
３は、停止フラグを設定している場合、乗りかご１０２の昇降を行わない。また、制御盤
１０３は、禁止フラグを設定している場合、乗りかご１０の昇降速度を制限し、乗りかご
１０２を高速に昇降させない。
【００１８】
　付言するならば、制御盤１０３は、図示は省略するＣＰＵ（Central Processing Unit
）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、通信部などを含ん
で構成される。制御盤１０３の機能（運転モードの切り換え、フラグの設定など）は、例
えば、ＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムをＲＡＭに読み出して実行すること（ソフ
トウェア）により実現されてもよいし、専用の回路などのハードウェアにより実現されて
もよいし、ソフトウェアとハードウェアとが組み合わされて実現されてもよい。また、制
御盤１０３の機能の一部は、制御盤１０３と通信可能な他のコンピュータにより実現され
てもよい。
【００１９】
　制御装置１０４は、保守コントローラ１０７から出力（送信）される信号に基づいて、
乗りかご１０２の運転に係る設定を示す運転モード設定指令（後述の平常運転モード設定
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指令、保守運転モード設定指令等）を制御盤１０３に出力する。また、制御装置１０４は
、保守コントローラ１０７から出力される信号に基づいて、乗りかご１０２の昇降を指示
する昇降制御指令（上昇指令、下降指令など）を制御盤１０３に出力する。
【００２０】
　保守コントローラ１０７は、平常運転と保守運転とを切り換える保守員による操作を受
け付けたり、乗りかご１０２の昇降を指示する保守員による操作を受け付けたりするため
の装置である。なお、保守コントローラ１０７については、図２を用いて後述する。
【００２１】
　保守模擬コネクタ１０８は、乗りかご１０２を保守運転する際の保守コントローラ１０
７の設定を模擬するように構成され、制御装置１０４に接続可能なコネクタである。なお
、保守模擬コネクタ１０８については、図３を用いて後述する。
【００２２】
　また、従来のエレベーターシステム１１０では、保守コントローラ１０７と同じ構成の
コントローラである保守コントローラ１１１を備え、保守模擬コネクタ１０８を備えてい
ない。従来は、例えば、保守コントローラ１０７が制御装置１０４に常設され、昇降路１
０１の底部（ピット）に保守コントローラ１１１が保管されていて、保守員は、乗り場１
０５側から乗りかご１０２の保守運転を行う場合、保守コントローラ１１１をピットから
持ってきて、保守コントローラ１１１を保守パネル１０６に取り付け、保守コントローラ
１１１を操作して乗り場１０５側からの保守運転を行っている。
【００２３】
　この点、エレベーターシステム１００では、保守員は、乗り場１０５側から保守運転を
行う場合、乗りかご１０２上に設置されている保守コントローラ１０７を制御装置１０４
から取り外して保守模擬コネクタ１０８を制御装置１０４に取り付け、取り外した保守コ
ントローラ１０７を保守パネル１０６に取り付け、保守コントローラ１０７を操作して乗
り場１０５側からの保守運転を行う。
【００２４】
　図２は、保守コントローラ１０７に係る構成の一例を示す図である。保守コントローラ
１０７は、乗りかご１０２を停止させるための停止ボタン２０１と、平常運転と保守運転
とを切り替えるための切替ツマミ２０２とを備える。なお、保守コントローラ１０７は、
図２に示す構成に限られるものではない。例えば、保守コントローラ１０７は、乗りかご
１０２を上昇させるための上昇ボタン、乗りかご１０２を下降させるための下降ボタン等
を備えているが、図示および説明については省略する。
【００２５】
　ここで、エレベーターシステム１００では、制御装置１０４は、保守コントローラ１０
７に信号（乗りかご１０２を停止させるかを検知するための信号である停止検知信号、乗
りかご１０２の運転モードを検知するための信号である運転モード検知信号など）を出力
し、保守コントローラ１０７から入力される信号に基づいて、乗りかご１０２の運転に係
る指令（停止指令、運転モード設定指令など）を制御盤１０３に出力する。
【００２６】
　例えば、図２に示すように、保守コントローラ１０７は、制御装置１０４のコネクタ１
０４－１のピン番号「１」のピンに接続される配線２１１と、制御装置１０４のコネクタ
１０４－１のピン番号「２」のピンに接続される配線２１２と、配線２１１と配線２１２
とを繋いだり切ったりする（電流のオンオフを切り替える）スイッチ２１３とを備える。
【００２７】
　保守員により停止ボタン２０１が押下（オン）されると、スイッチ２１３が開いて電流
がオフされ、制御装置１０４のピン番号「１」のピンから入力された信号（停止検知信号
）が制御装置１０４のピン番号「２」のピンに出力されなくなる。制御装置１０４では、
ピン番号「２」のピンから信号が入力されない場合、乗りかご１０２を停止する旨の停止
指令を制御盤１０３に通知する。また、保守コントローラ１０７が制御装置１０４に接続
されていないときも、制御装置１０４は、ピン番号「２」のピンから信号が入力されない
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ので、乗りかご１０２を停止する旨の停止指令を制御盤１０３に通知する。制御盤１０３
は、停止指令を受け取ると、停止フラグを設定し、停止フラグを解除するまで、乗りかご
１０２の昇降を禁止する。
【００２８】
　再び、保守員により停止ボタン２０１が押下（オフ）されると、スイッチ２１３が閉じ
て電流がオンされ、制御装置１０４から入力された信号（停止検知信号）が制御装置１０
４に出力されるようになる。制御装置１０４では、ピン番号「２」のピンから信号が入力
さる場合、乗りかご１０２を停止しない旨の停止解除指令を制御盤１０３に通知する。制
御盤１０３は、停止解除指令を受け取ると、停止フラグを解除し、乗りかご１０２の昇降
を許可する。
【００２９】
　また、例えば、図２に示すように、保守コントローラ１０７は、制御装置１０４のコネ
クタ１０４－１のピン番号「３」のピンに接続される配線２２１と、制御装置１０４のコ
ネクタ１０４－１のピン番号「４」のピンに接続される配線２２２と、制御装置１０４の
コネクタ１０４－１のピン番号「５」のピンに接続される配線２２３と、配線２２１およ
び配線２２２を接続したり、配線２２１および配線２２３を接続したりする（電流の向き
を変える）スイッチ２２４とを備える。
【００３０】
　保守員により切替ツマミ２０２が保守側に操作されると、スイッチ２２４により配線２
２１と配線２２２とが接続される。よって、制御装置１０４のピン番号「３」のピンから
入力された信号（運転モード検知信号）が制御装置１０４のピン番号「４」のピンに出力
される。制御装置１０４では、ピン番号「４」のピンから信号が入力される場合、乗りか
ご１０２を保守運転する旨の保守運転モード設定指令を制御盤１０３に通知する。制御盤
１０３は、保守運転モード設定指令を受け取ると、乗りかご１０２の運転モードを保守運
転モードに設定する。
【００３１】
　保守員により切替ツマミ２０２が平常側に操作されると、スイッチ２２４により配線２
２１と配線２２３とが接続される。よって、制御装置１０４のピン番号「３」のピンから
入力された信号（運転モード検知信号）が制御装置１０４のピン番号「５」のピンに出力
される。制御装置１０４では、ピン番号「５」のピンから信号が入力される場合、乗りか
ご１０２を平常運転する旨の平常運転モード設定指令を制御盤１０３に通知する。制御盤
１０３は、平常運転モード設定指令を受け取ると、乗りかご１０２の運転モードを平常運
転モードに設定する。
【００３２】
　また、制御装置１０４は、保守コントローラ１０７が取り外された場合（ピン番号「４
」のピンからもピン番号「５」のピンからも信号が入力されない場合）、制御盤１０３に
高速運転を禁止する旨の禁止指令を制御盤１０３に通知する。制御盤１０３は、禁止指令
を受け取ると、禁止フラグを設定する。制御盤１０３は、保守員の安全を確保するための
所定の操作（例えば、エレベーターの全てのドアを閉じた状態で、制御盤１０３の電源の
オフオンする操作）が行われると、禁止フラグを解除する。かかる所定の操作によれば、
乗りかご１０２が不意に高速に昇降することがないので、保守員が保守コントローラ１０
７を制御装置１０４に取り付けたときに、乗りかご１０２が高速に昇降してしまう事態を
回避することができる。
【００３３】
　図３は、保守模擬コネクタ１０８に係る構成の一例を示す図である。
【００３４】
　図３に示すように、保守模擬コネクタ１０８は、制御装置１０４のコネクタ１０４－１
のピン番号「１」のピンとピン番号「２」のピンとに接続される配線３０１と、制御装置
１０４のコネクタ１０４－１のピン番号「３」のピンとピン番号「６」のピンとに接続さ
れる配線３０２と、を備える。
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【００３５】
　保守模擬コネクタ１０８が制御装置１０４に取り付けられると、制御装置１０４のピン
番号「１」のピンから入力された信号（停止検知信号）が制御装置１０４のピン番号「２
」のピンに出力される。制御装置１０４では、ピン番号「２」のピンから信号が入力され
る場合、乗りかご１０２を停止しない旨の停止解除指令を制御盤１０３に通知する。制御
盤１０３は、停止解除指令を受け取ると、停止フラグを解除し、乗りかご１０２の昇降を
許可する。
【００３６】
　また、保守模擬コネクタ１０８が制御装置１０４に取り付けられると、制御装置１０４
のピン番号「３」のピンから入力された信号（運転モード検知信号）が制御装置１０４の
ピン番号「６」のピンに出力される。制御装置１０４では、ピン番号「６」のピンから信
号が入力される場合、保守パネル１０６に取り付けられた保守コントローラ１０７からの
乗りかご１０２の昇降の操作（乗り場１０５側からの保守運転）を許可する旨の乗り場側
保守運転指令を制御盤１０３に通知する。制御盤１０３は、乗り場側保守運転指令を受け
取ると、乗り場側保守運転フラグを設定し、乗り場１０５側からの保守運転を許可する。
【００３７】
　また、保守模擬コネクタ１０８が制御装置１０４から取り外されると、制御装置１０４
では、ピン番号「６」のピンから信号が入力されなくなるので、乗り場１０５側からの保
守運転を許可しない旨の乗り場側保守運転解除指令を制御盤１０３に通知する。制御盤１
０３は、乗り場側保守運転解除指令を受け取ると、乗り場側保守運転フラグを解除し、乗
り場１０５側からの保守運転を禁止する。
【００３８】
　図４は、エレベーターの保守に係る手順（エレベーター保守方法）の一例を示す図であ
る。
【００３９】
　ステップＳ４０１では、作業員は、保守コントローラ１０７の停止ボタン２０１を押下
（オン）して乗りかご１０２が動かない状態にし、乗りかご１０２の上に移動する。なお
、停止ボタン２０１がオンされると、停止フラグが設定される。
【００４０】
　ステップＳ４０２では、作業員は、乗りかご１０２の上に設置された保守コントローラ
１０７を制御装置１０４から取り外し、保守模擬コネクタ１０８を制御装置１０４に取り
付ける（挿入する）。なお、保守コントローラ１０７が制御装置１０４から取り外される
と、禁止フラグが設定され、保守員の安全を確保するための所定の操作が行われるまで、
乗りかご１０２が高速に昇降しなくなる。また、保守模擬コネクタ１０８が制御装置１０
４に取り付けられると、停止フラグが解除されるが、乗り場側保守運転フラグが設定され
、乗りかご１０２側からの保守運転が禁止され、乗り場１０５側からの保守運転が許可さ
れる。
【００４１】
　ステップＳ４０３では、作業員は、乗り場１０５の保守パネル１０６に保守コントロー
ラ１０７を取り付ける。
【００４２】
　ステップＳ４０４では、作業員は、保守コントローラ１０７の切替ツマミ２０２を平常
側から保守側に切り替える。なお、切替ツマミ２０２が平常側から保守側に切り替えられ
ると、保守運転モードが設定される。
【００４３】
　ステップＳ４０５では、作業員は、保守コントローラ１０７の停止ボタン２０１を押下
（オフ）する。なお、停止ボタン２０１がオフされると、停止フラグが解除され、乗りか
ご１０２の昇降（乗り場１０５側からの保守運転）が許可される。
【００４４】
　ステップＳ４０６では、作業員は、保守コントローラ１０７の上昇ボタン、下降ボタン
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等を操作して保守運転を行い、保守作業が終了したか否かを判断する。保守員は、保守作
業が終了したと判断した場合、ステップＳ４０７以降の作業を行う。
【００４５】
　ステップＳ４０７では、作業員は、保守コントローラ１０７の停止ボタン２０１を押下
（オン）して乗りかご１０２が動かない状態にする。なお、停止ボタン２０１がオンされ
ると、停止フラグが設定される。
【００４６】
　ステップＳ４０８では、作業員は、乗り場１０５の保守パネル１０６から保守コントロ
ーラ１０７を取り外し、乗りかご１０２の上に移動する。
【００４７】
　ステップＳ４０９では、作業員は、制御装置１０４から保守模擬コネクタ１０８を取り
外し、保守コントローラ１０７を制御装置１０４に取り付ける。なお、制御装置１０４か
ら保守模擬コネクタ１０８が取り外されると、乗り場側保守運転フラグが解除され、乗り
場１０５側からの保守運転が禁止される。
【００４８】
　ステップＳ４１０では、作業員は、保守コントローラ１０７の切替ツマミ２０２を保守
側から平常側に切り替える。なお、切替ツマミ２０２が保守側から平常側に切り替えられ
ると、平常運転モードが設定される。
【００４９】
　ステップＳ４１１では、作業員は、保守コントローラ１０７の停止ボタン２０１を押下
（オフ）する。なお、停止ボタン２０１がオフされると、停止フラグが解除され、乗りか
ご１０２の昇降が許可される。
【００５０】
　ステップＳ４１２では、作業員は、エレベーターの全てのドアを閉じた状態で制御盤１
０３の電源をオフオンする。かかる操作が行わると、制御盤１０３は、禁止フラグを解除
する。
【００５１】
　本実施の形態によれば、制御装置から保守コントローラを取り外して保守模擬コネクタ
を取り付けた際、停止スイッチの短絡と同時に、禁止フラグの設定と乗り場側保守運転フ
ラグとの設定とを行うことにより、安全性を確保しつつ、乗り場側から保守コントローラ
を使用可能とすることができる。
【００５２】
（２）他の実施の形態
　なお、上述の実施の形態においては、本発明をエレベーターシステムに適用するように
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々のシステム、装置、方法
、プログラムに広く適用することができる。
【００５３】
　また、上述の実施の形態においては、所定の操作として、エレベーターの全てのドアを
閉じた状態で、制御盤１０３の電源をオフオンする操作をする場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、さらに、かかる操作と、保守模擬コネクタ１０８を所定の装置（制
御盤１０３、保守パネル１０６など）に取り付ける操作とを所定の操作としてもよい。こ
の場合、例えば、保守模擬コネクタ１０８を乗りかご１０２上、昇降路１０１内などに置
き忘れてしまう事態を回避することができる。
【００５４】
　また、上述の実施の形態においては、乗り場側から保守運転する際の保守模擬コネクタ
１０８について述べたが、本発明はこれに限らない。例えば、平常時の運転を模擬する平
常模擬コネクタを備えてもよい。平常運転では、平常模擬コネクタが制御装置１０４に接
続されている。乗りかご１０２上での保守運転では、平常模擬コネクタが制御装置１０４
から取り外され、保守コントローラ１０７が制御装置１０４に取り付けられる。乗り場１
０５側からの保守運転では、平常模擬コネクタが制御装置１０４から取り外され、保守模
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擬コネクタ１０８が制御装置１０４に取り付けられ、保守コントローラ１０７が保守パネ
ル１０６に取り付けられる。このように、保守コントローラ１０７を常設することなく、
保守時に保守員が保守コントローラ１０７を持参するようにしてもよい。
【００５５】
　また、上述の実施の形態においては、制御盤１０３が昇降路１０１に設置される場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、制御盤１０３が機械室に設置されていてもよい
。
【００５６】
　また、上述の実施の形態においては、制御装置１０４から保守コントローラ１０７が取
り外されたときに禁止フラグを設定する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
制御装置１０４に保守模擬コネクタ１０８が取り付けられたときに禁止フラグが設定され
るようにしてもよい。
【００５７】
　また、上述の実施の形態においては、保守模擬コネクタ１０８が配線３０２を有する場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、保守模擬コネクタ１０８が、配線３０２に
替えて、制御装置１０４のコネクタ１０４－１のピン番号「４」のピンとピン番号「５」
のピンとの両方に信号を出力する配線を備えてもよい。
【００５８】
　また、上記の説明において、各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情
報は、メモリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）等の記憶装置、または
、ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体に置くことができる。
【００５９】
　本発明は、例えば、以下の特徴的な構成を有する。
【００６０】
　エレベーターシステム（例えば、エレベーターシステム１００）であって、エレベータ
ーの乗りかご（例えば、乗りかご１０２）の上に設けられる制御装置（例えば、制御装置
１０４）と、上記エレベーターの乗り場（例えば、乗り場１０５）に設けられる保守パネ
ル（例えば、保守パネル１０６）との各々に接続可能であり、上記乗りかごの昇降を指示
して上記乗りかごを保守運転するための保守コントローラ（例えば、保守コントローラ１
０７）と、上記乗りかごを保守運転する際の上記保守コントローラの設定を模擬するよう
に構成（例えば、制御装置１０４のピン番号「１」のピンおよびピン番号「２」のピンと
接続される配線３０１と、ピン番号「３」のピンおよびピン番号「６」のピンと接続され
る配線３０２を含んで構成）され、上記制御装置に接続可能な保守模擬コネクタ（例えば
、保守模擬コネクタ１０８）と、を備え、上記乗り場側から上記乗りかごの保守運転が行
われるときは、上記保守模擬コネクタが上記制御装置に接続され、上記保守コントローラ
が上記保守パネルに接続されている、ことを特徴とする。
【００６１】
　上記構成では、例えば、乗りかごの上に常設している保守コントローラを外せるように
したので、保守コントローラをピットなどに保管する必要がなくなる。また、例えば、乗
りかご毎に保守コントローラを２台設置する必要がなくなるため、保守に係る設備の費用
を低減することができる。また、例えば、エレベーターを導入する際には、保守コントロ
ーラを保守パネルに保管する必要がないので、保守パネルの大きさを小さくすることがで
きる。
【００６２】
　上記乗りかごの運転を制御する制御盤（例えば、制御盤１０３）を備え、上記乗りかご
の平常運転が行われるときは、上記保守コントローラが上記制御装置に接続され、上記制
御盤は、上記保守コントローラが上記制御装置に接続されていない場合、上記乗りかごの
運転を禁止（例えば、乗りかご１０２の昇降速度を制限）し、上記保守模擬コネクタが上
記制御装置に接続された場合、上記保守パネルに接続された上記保守コントローラによる
保守運転を許可する（例えば、ステップＳ４０２）、ことを特徴とする。
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　ここで、従来のエレベーターにおいて、保守コントローラを取り外した場合、停止スイ
ッチが作動し、乗りかごの運転が禁止されるエレベーターがある。この点、上記構成によ
れば、例えば、保守模擬コネクタを接続することで、保守運転が行えるようになるので、
従来のエレベーターにも適用可能となる。
【００６４】
　上記制御盤は、上記保守コントローラが保守員により上記制御装置から取り外された場
合、上記保守員の安全を確保するための所定の操作が行われるまで、上記乗りかごを高速
に昇降させることを禁止する（例えば、ステップＳ４０２、ステップＳ４１２）、ことを
特徴とする。
【００６５】
　上記構成によれば、例えば、保守員が乗りかごを離れて所定の操作が行われるまでは乗
りかごが高速に昇降することがないので、保守員が保守コントローラを制御装置に接続し
たときに、乗りかごが不意に高速に昇降してしまう事態を回避することができる。
【００６６】
　上記保守模擬コネクタは、上記制御装置から上記乗りかごの運転に係る設定を確認する
ための信号（例えば、運転モード検知信号）を入力した場合、上記乗り場側から上記乗り
かごの保守運転が行われることを示す信号（例えば、ピン番号「６」のピンに入力される
信号）を上記制御装置に出力する、ことを特徴とする。
【００６７】
　また上述した構成については、本発明の要旨を超えない範囲において、適宜に、変更し
たり、組み替えたり、組み合わせたり、省略したりしてもよい。
【符号の説明】
【００６８】
　１００……エレベーターシステム、１０１……昇降路、１０２……乗りかご、１０３…
…制御盤、１０４……制御装置、１０５……乗り場、１０６……保守パネル、１０７……
保守コントローラ、１０８……保守模擬コネクタ。
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